
横 浜 市 交 通 局 工 事 設 計 変 更 事 務 取 扱 要 綱  

 

制   定  昭 和 62 年 ６ 月 １ 日  

最 近 改 正  令 和 ８ 年 ４ 月 30 日 交 施 第 78 号 （ 部 長 決 裁 ）  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 交 通 局 が 発 注 す る 工 事 の 設 計 変 更 の 基 本 的 基

準 等 を 定 め る こ と に よ り 、 設 計 変 更 事 務 の 適 正 か つ 能 率 的 な 処 理

に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 用 語 の 意 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 工 事  交 通 局 が 発 注 す る 請 負 工 事 （ 製 造 の 請 負 を 含 む 。） を

い う 。  

(2) 契 約 変 更  設 計 変 更 の 決 定 に 基 づ く 契 約 の 変 更 を い う 。  

(3) 設 計 変 更  工 事 の 施 行 に あ た り 、 設 計 若 し く は 仕 様 の 一 部 を

変 更 し 、 又 は 追 加 す る こ と を い う 。  

(4) 工 事 変 更  設 計 変 更 を 行 う こ と を 前 提 と し て 、 契 約 変 更 の 手

続 に 先 立 っ て 請 負 人 に 工 事 の 内 容 の 変 更 を 指 示 し 、 工 事 を 施 行

す る こ と を い う 。  

(5) 工 事 担 当 課  総 括 監 督 員 の 所 属 す る 課 （ 所 を 含 む 。） を い う 。  

(6) 設 計 変 更 伺  工 事 の 設 計 又 は 仕 様 の 変 更 の 決 定 の た め の 伺 を

い う 。  

(7) 金 額 抜 き 設 計 図 書 伺  変 更 設 計 書 （ 金 額 抜 き ）、 仕 様 書 及 び

図 面 で 構 成 さ れ る 設 計 図 書 を 確 定 す る た め の 伺 を い う 。  

(8) 金 額 入 り 設 計 図 書 伺  変 更 設 計 書 （ 金 額 入 り ）、 仕 様 書 及 び

図 面 で 構 成 さ れ る 設 計 図 書 を 確 定 す る た め の 伺 を い う 。  

(9) 工 事 変 更 伺  第 ７ 条 第 ２ 項 に 定 め る 工 事 内 容 変 更 指 示 書 （ 添

付 書 類 を 含 む 。） の 内 容 を 確 定 し 、 工 事 変 更 を 決 定 す る た め の

伺 を い う 。  

(10) 設 計 図 書  変 更 設 計 書 、 仕 様 書 、 図 面 を い う 。  

 

（ 設 計 変 更 の 基 本 原 則 ）  

第 ３ 条  設 計 変 更 は 、 当 該 工 事 の 目 的 を 変 更 し な い 限 度 に お い て 、

特 に 必 要 な 場 合 又 は や む を 得 な い 場 合 の ほ か 、 こ れ を 行 う こ と が

で き な い 。  

 

（ 設 計 変 更 の 手 続 ）  

第 ４ 条  工 事 担 当 課 又 は 工 事 発 注 課 （ 所 を 含 む 。） （ 以 下 「 担 当 課 」



と い う 。） は 、 設 計 変 更 を 行 お う と す る と き は 、 設 計 変 更 伺 、 金

額 抜 き 設 計 図 書 伺 及 び 金 額 入 り 設 計 図 書 伺 に よ り 決 裁 を 得 な け れ

ば な ら な い 。  

な お 、 金 額 抜 き 設 計 図 書 伺 及 び 金 額 入 り 設 計 図 書 伺 は 、 設 計 変

更 伺 の 決 裁 を 受 け る 前 に 決 裁 を 受 け る も の と す る 。  

２  前 項 に お い て 、 金 額 入 り 設 計 書 の 金 額 の 変 更 を 伴 わ な い 設 計 変

更 の 場 合 は 、 金 額 入 り 設 計 図 書 伺 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

な お 、 履 行 期 限 の 変 更 の み を 行 う 設 計 変 更 の 場 合 は 、 併 せ て 金

額 抜 き 設 計 図 書 伺 も 省 略 す る こ と が で き る も の と す る 。  

３  設 計 変 更 伺 に は 、 該 当 す る 決 裁 済 工 事 変 更 伺 の 写 を 添 付 し な け

れ ば な ら な い 。  

４  請 負 金 額 の 増 減 又 は 履 行 期 限 の 伸 縮 を 必 要 と す る 設 計 変 更 の 場

合 に あ っ て は 、 あ ら か じ め 、 請 負 金 額 の 増 減 又 は 履 行 期 限 の 伸 縮

に つ い て 請 負 人 と 協 議 す る も の と す る 。  

５  前 項 の 場 合 に お い て 、 請 負 金 額 の 予 定 増 減 額 は 、 設 計 書 の 工 事

費 単 価 を 基 準 に し て 算 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 工 事 の 増 加 部

分 に つ い て 、 当 初 設 計 時 点 の 設 計 書 の 工 事 費 単 価 を 基 準 に し て 算

出 す る こ と が 適 当 で な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

６  設 計 変 更 伺 の 決 裁 区 分 は 、 横 浜 市 交 通 局 事 務 決 裁 規 程 （ 昭 和 49

年 ２ 月 交 通 局 規 程 第 ２ 号 ） に よ る 。  

７  金 額 抜 き 設 計 図 書 伺 及 び 金 額 入 り 設 計 図 書 伺 の 決 裁 区 分 は 、 横

浜 市 交 通 局 工 事 及 び 設 計 ・ 測 量 等 委 託 業 務 設 計 図 書 の 決 裁 区 分 に

関 す る 要 綱 （ 平 成 ４ 年 ５ 月 １ 日 ） に よ る 。  

 

（ 契 約 変 更 の 手 続 ）  

第 ５ 条  設 計 変 更 の 決 定 を し た と き は 、 交 通 局 長 （ 担 当 課 ） は 、 契

約 変 更 を 交 通 局 長 （ 契 約 第 一 課 ） に 依 頼 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 依 頼 に は 、 設 計 図 書 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

３  交 通 局 長 （ 契 約 第 一 課 ） は 、 第 １ 項 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 速

や か に 変 更 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。  

４  交 通 局 長 （ 契 約 第 一 課 ） は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 変 更 契 約 を 締

結 し た と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 交 通 局 長 （ 担 当 課 ） に 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。  

 

（ 契 約 変 更 の 手 続 の 特 例 ）  

第 ６ 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 設 計 変 更 に 係 る 契 約 変 更 を

行 う に 当 た っ て 、 変 更 後 の 請 負 金 額 が 当 初 請 負 金 額 の 30 ％ を 超 え

な い 範 囲 で 増 減 す る も の 及 び 請 負 金 額 の 増 減 を 必 要 と し な い も の

に あ っ て は 、 担 当 課 の 長 は 、 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 設 計 変 更 の 決 定

後 、 速 や か に 工 事 設 計 変 更 指 示 書 （ 第 １ 号 様 式 ） 及 び 設 計 図 書 を



請 負 人 に 交 付 し 、 請 負 人 か ら 請 書 （ 第 １ 号 様 式 の ２ ） を 提 出 さ せ

る こ と に よ っ て 、 変 更 契 約 書 の 作 成 に 代 え る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ っ て 変 更 契 約 書 の 作 成 を 省 略 し た 場 合 に お い て

は 、 担 当 課 の 長 は 、 工 事 設 計 変 更 指 示 書 及 び 請 負 人 が 提 出 し た 請

書 の 写 し を 速 や か に 契 約 第 一 課 長 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 工 事 変 更 の 取 扱 い ）  

第 ７ 条  工 事 変 更 の 手 続 は 、 設 計 変 更 手 続 の 特 例 で あ り 、 次 の 各 号

に 定 め る 場 合 の ほ か 、 こ れ を 行 う こ と が で き な い 。  

(1) 工 事 の 目 的 達 成  早 急 に 工 事 の 内 容 の 変 更 を 決 定 し な け れ ば

工 事 の 目 的 達 成 に 支 障 が あ る 場 合  

(2) 安 全 な 工 事 の 施 行  早 急 に 工 事 の 内 容 の 変 更 を 決 定 し な け れ

ば 安 全 な 工 事 の 施 行 に 支 障 が あ る 場 合  

(3) 工 事 の 変 更 が 避 け ら れ な い と き  客 観 的 に 工 事 の 変 更 が 避 け

ら れ ず 、 早 急 な 対 応 が 必 要 と 決 裁 権 者 が 認 め た 場 合  

２  工 事 変 更 に お け る 請 負 人 へ の 工 事 の 内 容 の 変 更 指 示 （ 以 下 「 工

変 指 示 」 と い う 。） は 、 工 事 内 容 変 更 指 示 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） に よ

り 行 う も の と す る 。  

３  工 事 内 容 変 更 指 示 書 に は 、 必 要 に 応 じ 仕 様 書 、 図 面 （ 概 略 図 面

で も 可 ） を 添 付 す る も の と す る 。  

４  工 事 内 容 変 更 指 示 書 に は 、 原 則 と し て 概 算 増 減 金 額 を 提 示 す る

も の と す る 。  

５  担 当 課 は 、 工 変 指 示 を 行 お う と す る と き は 、 工 事 変 更 伺 に よ り

決 裁 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

６  工 事 変 更 伺 の 決 裁 区 分 は 別 表 に よ る 。  

７  工 変 指 示 を 行 っ た 場 合 に は 、 設 計 変 更 手 続 を 速 や か に 行 う も の

と す る 。 た だ し 、 工 変 指 示 を 続 け て 行 う こ と が 見 込 ま れ る 場 合 に

は 、 複 数 の 工 変 指 示 の 内 容 を ま と め て 設 計 変 更 手 続 が 行 え る も の

と す る 。  

 

( 変 更 契 約 の 内 容 等 の 公 表 )  

第 ８ 条  契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 の 変 更 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、

変 更 後 の 契 約 に 係 る 事 項 及 び 変 更 理 由 等 を 公 表 す る も の と す る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め の な い 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 昭 和 62 年 6 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  



 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 13 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 14 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 19 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 26 年 ２ 月 21 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 、 現 に 決 裁 手 続 の 過 程 に あ る 事 案 の 処 理 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 31 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ６ 月 12 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別 表 （ 第 ７ 条 ）  

  変 更 比 率  

 

原 契 約  

施 行 伺 の  

決 裁 権 者  

予 定 変 更 概 算

金 額 の 増 減 額

が 現 契 約 金 額

の 20 ％ 以 上  

予 定 変 更 概 算

金 額 の 増 減 額

が 現 契 約 金 額

の 10 ％ 以 上 20

％ 未 満  

予 定 変 更 概 算

金 額 の 増 減 額

が 現 契 約 金 額

の 10 ％ 未 満  

局   長  局   長  部   長  課   長  

部   長  部   長  課   長  課   長  

課   長  課   長  課   長  課   長  

た だ し 、 工 事 変 更 伺 に お け る 部 長 専 決 範 囲 は 5,000 万 円 未 満 、 課 長

専 決 範 囲 は 2,000 万 円 未 満 と す る 。 な お 、 専 決 範 囲 を 超 え る 場 合 は 、

上 位 の 決 裁 権 者 と す る が 、 原 契 約 施 行 伺 の 決 裁 権 者 よ り 上 位 と な る

場 合 は 原 契 約 施 行 伺 の 決 裁 権 者 と す る 。  



第１号様式            （ 表 ）  
第    号  
年  月  日  

工 事 設 計 変 更 指 示 書  
 
( 請 負 人 )  
          様  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者    
         印  

 

契 約 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

契 約 年 月 日        年    月    日  

標記の工事については、次のとおり変更を指示します。 
請書を提出して下さい。 

変 更 項 目  既    定  変    更  差    引  

履 行 期 限  年   月   日 年   月   日 日

請 負 金 額  

円

う ち 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額  

円

円

う ち 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額  

円

円

う ち 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額  

円

部 分 払 ―  

建設工事に係る
資材の再資源化
等に関する法律
第９条第１項に
規定する対象建
設工事 

  ―  

設   計  

 

 

仕   様  

 

 

 

 

 

 

詳細は、別添設計図書のとおり。 

備   考  

  記載例 
   変更後の請負金額は概算額なので、後日確定する。 

 



（ 裏 ）  

 

年 度 別 支 払 限 度 額 等  

 既   定  変   更  

年度 
支払限度額

（円） 

出来高予定額

（円） 

部分払 

回数 

支払限度額

（円） 

出来高予定額

（円） 

部分払 

回数 

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式の２          （ 表 ）  

 

 

請    書  

年   月   日   

横浜市交通事業管理者 

 

住 所  

請 負 人  

氏 名           印  

 

契 約 番 号  

工 事 名  

契約年月日  

上記の工事請負契約が下記のとおり変更されたことを承知するとともに当該変更事項

を遵守して当該工事を履行することを確約してこの請書を提出します。 

 

○変更事項（ レの表示をした部分) 

□ 設 計 ・ 仕 様 添付の図書記載のとおり 

□ 契約金額増△減 
￥ 

(うち消費税及び地方消費税の額 ￥            ) 

□ 履 行 期 限   年   月   日  

□ 部 分 払  

□

建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法

律第９条第１項に規定

する対象建設工事 

 

□ 備 考  

  

 



（ 裏 ）  

 

年 度 別 支 払 限 度 額 等  

 既   定  変   更  

年度 
支払限度額

（円） 

出来高予定額

（円） 

部分払 

回数 

支払限度額

（円） 

出来高予定額

（円） 

部分払 

回数 

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

   回    回  

 

 

 

 

 

 

 



第 ２ 号 様 式 （ 第 ７ 条 ）  

 

交   第    号  

 年  月  日  

 

現場代理人 

       様  

 

所 属 交通局   課・所 

総括監督員 

 

第 回 

工事内容変更指示書 

 

工 事 名                   工 事  

 

標記工事について、次のとおり工事内容の変更を指示します。異存がなければ、

工事内容変更指示書に署名のうえ、返送してください。 

 

 

 

１  件   名  

 

 

 

２  変 更 内 容  

（ A 4 ）  



３  変 更 工 種  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  設 計 図 書  

 

(1) 第  回 工事変更特記仕様書 

 

(2) 図  面             葉 

 

５  請 負 代 金 額 の 概 算 増 減 金 額  

 

約         円  増  ( 又 は 減 )   

 

概算増減金額の精査は、設計変更時に協議のうえ行うものとする。 

 

６  工 期 の 伸 縮  

 

 

 

 

上記の工事変更を貴局の指示どおり施工します。 

 

  年   月   日  

 

現 場 代 理 人   

※ 監督員及び請負人の協議の上で情報共有システムを活用する場合、電磁的方法を用い
ることにより署名・返送に代えることができる。この場合における情報共有システム
とは、公共事業において、情報通信技術を活用し、監督員及び請負人など異なる組織
間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。 

（ A 4 ）  


